
神戸大学（大学院法学研究科）及び新潟大学（法学部）の法曹養成連携協定の変更協定 

 

神戸大学大学院法学研究科（以下「甲」という。）と新潟大学法学部（以下「乙」という。）は，令

和３年１月１５日付２文科高第８５４号にて，法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する

法律（以下「法」という。）第６条の規定に基づき認定を受けた法曹養成連携協定（以下「認定協定」

という。）について，次のとおり，認定協定の内容を変更する協定（以下「本協定」という。）を交

わす。 

 

（変更事項） 

第１条 甲と乙は，認定協定について，令和４年４月１日より，連携法曹基礎課程（認定協定第２条

第２号に規定する連携法曹基礎課程をいう。）の開設科目「データサイエンス総論Ⅰ」を追加し，

別紙のとおり改める。 

 

（本協定の適用者） 

第２条 本協定は，令和４年４月１日から施行し，乙の令和４年度入学者（当該年次に編入学，転入

学又は再入学する者を含む。以下同じ。）から適用する。 

２ 本協定施行の際現に乙に在学する者（以下「在学者」という。）及び在学者の属する年次に編入

学，転入学又は再入学する者については，令和４年度入学者を除き，適用しない。 

 

（効力の発生） 

第３条 本協定は，法第７条の規定に基づく文部科学大臣の認定を受けたときに，効力が発生するも

のとする。 

 

本協定を証するため，本書を２通作成し，各当事者の代表者が署名又は電子署名のうえ，各１通を

保有する。 

 

 

令和４年３月１１日 

 

甲 乙 

 

学長（代理人） 学長（代理人） 

神戸大学大学院法学研究科長 新潟大学法学部長 

高橋 裕 渡辺 豊 

 

 

  



＜別紙第１＞ 

１．乙の法曹コースの教育課程編成の方針 

乙は，連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するた

め，次のように本法曹コース（法曹養成プログラム）の教育課程を編成する。 

(1) 教育課程の基本的な編成方針 

法曹養成プログラムは，本学法学部における４年間の法学の学びを体系的に編成するもので

ある。また，法曹養成プログラムは，法科大学院における２年間の既修者コースへの進学を前

提とし，法科大学院における未修者コースの１年次までの学修内容を法学部での学びにおいて

完成させようとするものである。すなわち法曹養成プログラムは，学部・大学院を通じた６年

間の一貫性のある体系的な法学教育を前提とするものであるということができる。法曹養成プ

ログラムの具体的内容は，「憲法」「行政法」「民法」「商法」「民事訴訟法」「刑法」及び「刑事

訴訟法」に関する分野の科目を含む法科大学院における法律基本科目に対応する科目（以下，

基本７法科目という）を中核とする。また，１年次の「スタディ・スキルズ」，２年次の「基礎

演習（憲・民・刑）」，３年次の「法文書作成」「法政演習」，４年次の「卒業研究」「ジュニア・

リサーチ・ペーパー」といった演習科目を配置し，学生の主体的な学びを支援する。法曹養成

プログラムでは，法学部での 4 年間の学びを大きく 3 つのステップに分けて編成する。3 つの

ステップとは，「大学学修準備」「法的ルールの基礎学修」「進路選択・学修完成」である。 

(2) 教育内容や方法に係る方針 

第１ステップの「大学学修準備」では，大学の学びに必要なスキルの修得や法学の基礎的素

養を養う。また，学部における専門教育を受けるための導入として，社会における法の役割に

ついて学ぶ。具体的には，法曹を志す学生に早期に専門教育の機会を提供するため，１年次第

１学期より，法学部導入科目である「人文社会科学入門（法学）」「リーガル・システム」及び

「データサイエンス総論Ⅰ」を履修する。また，演習科目として「スタディ・スキルズ」を配

置し，高校までの学びから大学における法学の学びへの転換を支援する。 

第２ステップの「法的ルールの基礎学修」では，法律学及びそれに関連する領域関連科目を

主として履修する。法律学の基幹科目である憲法・民法・刑法については，それぞれの講義科

目に対応させつつ，「基礎演習」との組み合わせを，憲法・民法・刑法のいずれかで完成させる。

具体的には，２年次の「憲法基礎演習」「民法基礎演習」「刑法基礎演習」において，各分野の

基本判例を扱う少人数の演習を実施する。学生は，これら３つのうち少なくとも１つを履修し

なければならない。 

第３ステップの「進路選択・学修完成」では，社会の様々な問題を法的に対処するための問

題解決能力を養うとともに法科大学院に進学するための基礎的素養を完成させる。具体的には，

法的な議論と法文書の作成に係る実践的な能力の涵養を目的とし，３年次に「法文書作成Ⅰ・

Ⅱ」を履修する。また，法曹に求められる専門的知識，課題発見能力，ディスカッション能力

等を涵養するため，特定の分野に関する少人数での３年次の必修演習科目として「法政演習Ⅰ・

Ⅱ」を，４年次の必修演習科目として「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」を履修する。さらに４年次には，「ジ

ュニア・リサーチ・ペーパー」を必修科目として履修し，本プログラムの集大成を図る。 

(3) 学修成果の評価に係る方針 

本プログラムにおいて重視する学修成果は，高い法的な推論，分析，構成及び論述の能力で

ある。このため，基本７法科目を中核とする専門講義科目については，定期試験において記述

式試験を原則とし，厳格な相対評価を実施する。また，専門演習科目については，高度な法文

書作成能力の涵養を目的としてきめ細かな指導を徹底する。具体的には，「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」「ジ

ュニア・リサーチ・ペーパー」を集大成科目として位置づけ，これらの科目において法文書作

成能力を涵養する。なお，法曹養成プログラムでは，とくに優秀な学生について，３年次での

早期卒業を可能とする。３年次早期卒業の場合には，通常の卒業要件にくわえ，高い成績要件

（基本７法科目の３分の２以上が「秀」または「優」であること及び全履修科目の累積 GPA の

値が 2.8以上であること）であることを要件とする。 



２．乙の法曹コースの教育課程 

学
年 

学
期 

必修科目 選択必修科目 選択科目 

科目名 
単
位
数 

科目名 
単
位
数 

科目名 
単
位
数 

１
年 

前
期 

スタディ・スキルズ 2     

人文社会科学入門 2     

憲法Ⅱ 2     

リーガル・システム 2     

憲法Ⅲ 2     

民法Ⅱ 2     

刑法Ⅲ 2     

後
期 

データサイエンス総論Ⅰ 1     

憲法Ⅰ 2     

民法Ⅰ 2     

刑法Ⅰ 2     

行政法Ⅰ 2     

特殊講義（公法発展） 2     

民法Ⅲ 2     

特殊講義（刑法各論発展） 2     

会社法Ⅰ 2     

行政法Ⅲ 2     

２
年 

前
期 

民法Ⅳ 2 憲法基礎演習※2 2   

民法Ⅷ 2     

刑法Ⅱ 2   特殊講義（リーガル・プロフェッション） 2 

会社法Ⅱ 2     

民事訴訟法Ⅰ 2     

行政法Ⅱ 2     

民法Ⅴ 2     

会社法Ⅲ 2     

刑事訴訟法Ⅰ 2     

特殊講義（国家補償法） 2     

後
期 

民法Ⅵ 2 民法基礎演習※2 2   

特殊講義（手形小切手法） 2 刑法基礎演習※2 2   

民事訴訟法Ⅱ 2     

民法Ⅶ 2     

民法Ⅸ 2     

刑事訴訟法Ⅱ 2     

３
年 

前
期 

法文書作成Ⅰ 2     

法政演習Ⅰ 2     

卒業研究Ⅰ※1 2     

後
期 

法文書作成Ⅱ 2     

法政演習Ⅱ 2     

卒業研究Ⅱ※1 2     

通
年 

ジュニア・リサーチ・ペーパー※1 4     

合計  81  2  41※3 

【備考】 

※1 4年次配当科目であるが，法曹コース早期卒業の届出をした者は，第３年次において履修科目として

登録することができる。 

※2 この中から 2 単位以上の修得が必要である。 

※3 乙の履修要件に従い，法曹養成プログラムの必修科目（81 単位）及び選択必修科目（2 単位）を含

む専門科目 124 単位以上を修得することが乙の卒業及び法曹養成プログラム修了に必要である。 

※4 本表に記載の科目名称は，新潟大学法学部規程別表に記載のものである。  



＜別紙第３＞ 

乙の法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度 

 

本協定第５条第１項の早期卒業制度は，次の通りとする。 

 

１．対象者 

法曹養成プログラムの登録をしている者 

 

2．早期卒業の認定要件 

法曹養成プログラムの早期卒業（以下「法曹コース早期卒業」という。）についての要件は，次に

掲げる通りとする。 

(1) 本学部の在学期間が通算 3年（6学期）に達していること 

(2) 本学部の卒業要件として認められる科目につき 124単位以上修得していること 

(3) 【別表 1】に定める必修科目の単位を修得していること 

(4) 【別表 1】に定める必修科目 L類及び必修科目 M類の授業科目の 2／3以上が「秀」（90点以

上）若しくは「優」（80～89点）であること 

(5) 第 3年次終了時の全履修科目の累積 GPAが 2.8以上であること 

 

【別表 1】 

名称 種目 備考 単位数 

(1) 

必修科目 A類 必修：1年次 

スタディ・スキルズ 

7 
人文社会科学入門 

リーガル・システム 

データサイエンス総論Ⅰ 

必修科目 L類 必修：1～3年次 ＜指定 7法科目＞ 

① 憲法関係 憲法Ⅰ，憲法Ⅱ，憲法Ⅲ，特殊講義（公法発展） 8 

② 民法関係 民法Ⅰ，民法Ⅱ，民法Ⅲ，民法Ⅳ，民法Ⅴ，民法Ⅵ，民法Ⅶ，民法Ⅷ，民法Ⅸ 18 

③ 刑法関係 刑法Ⅰ，刑法Ⅱ，刑法Ⅲ，特殊講義(刑法各論発展) 8 

④ 商法関係 会社法Ⅰ，会社法Ⅱ，会社法Ⅲ，特殊講義(手形小切手法) 8 

⑤ 民事訴訟法関係 民事訴訟法Ⅰ，民事訴訟法Ⅱ 4 

⑥ 刑事訴訟法関係 刑事訴訟法Ⅰ，刑事訴訟法Ⅱ 4 

⑦ 行政法関係 行政法Ⅰ，行政法Ⅱ，行政法Ⅲ，特殊講義(国家補償法) 8 

総合計 29科目 58 

(2) 必修科目 M類 
選択必修： 

１～2年次 

法曹養成プログラムのために開港された憲法基礎演習，民法基礎演

習，刑法基礎演習の中から 1科目 
2 

(3) 必修科目 N類 必修：3年次 法文書作成Ⅰ，法文書作成Ⅱ 4 

(4) 必修科目 C類 必修：3年次 法政演習Ⅰ，法政演習Ⅱ 4 

(5) 必修科目 D類 必修：3年次 卒業研究Ⅰ，卒業研究Ⅱ，ジュニア・リサーチ・ペーパー 8 

総合計 41科目 83 

  



3．早期卒業の認定手続 

早期卒業を希望し，下記の条件を満たす者は，第 2年次（休学期間を除く）が終了する学期の公示

する日時までに，書面により学部長に早期卒業希望届を提出しなければならない（新潟大学法学部

履修細則第 10条第 7項）。 

(1) 早期卒業希望届を提出した年度の 3月 31日において 2年（4学期）在学していること 

(2) 第 2年次が終了する学期までの累積 GPAが 2.8以上であること 

 

４．履修条件（CAP）の上限を超えて科目の履修を認める場合の要件 

(1) 学生が各学期に履修科目として登録することができる単位数は 22単位を上限とする。 

(2) (1)にかかわらず，前学期において優れた成績をもって単位を修得した学生については，【別表

2】の定めるところにより，これを超える単位数を登録することができる。 

 

【別表 2】 

前学期の学期 GPA 登録可能単位数 

3.5 以上 30 

3.0 以上 3.5 未満 26 

2.5 以上 3.0 未満 24 
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